
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  遺産分割協議の法定解除                  

Ｑ：代償債務の不履行による遺産分割協議

のやり直しが認められないとする判決があっ

たそうですが、どんな内容だったのですか？                         

                                              

Ａ：次のような内容でした。 

【解説】 

この事件は、相続人の一人が相続財産のす

べてを相続し、その代償として他の相続人に

金員を支払うとする遺産分割協議にしたがっ

て申告をしたものの、すべての財産を取得し

た相続人が代償債務を履行しなかったため、

当初の遺産分割協議を解除した上で、遺産分

割協議をやり直しして、財産を取得しないこ

ととなった相続人が、更正の請求をしたのに

対し、税務署が認めなかったため、その取消

しを求めて裁判になったものです。 

判決では、遺産分割はその性質上協議の成

立とともに終了し、その後はその協議におい

て債務を負担した相続人とそれに対応する債

権を取得した相続人間の債権債務関係に係る

履行問題が残されるのみと解すべきであるか

ら、その遺産に属する財産の引渡等の不履行

があっても、協議全体を解除することはでき

ず、相続人間でのみ解決すべきものとしたう

えで、遺産分割協議は共有物の分割協議と異

なり、多種多様の財産の集合体からなる遺産

の分割を行うものであるため、遺産分割協議

の法定解除が認められると、遺産分割の繰り

返しを余儀なくされ、その結果、法律関係も

複雑になり、法的安全性を害することになる

のであるから、遺産分割協議の法定解除は許

されないとして、請求を棄却しました。 
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